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1．交通機関の運休，台風等の場合における授業，学期末試験の取扱いについて

阪急・阪神電鉄（2杜とも）又はJR西日本の交通機関がスト等のため運休した場合，若しくは，

兵庫県阪神地方に暴風警報が発令された場合は，当日のその後に開始する授業（学期末試験を含

む）を休講とする。

ただし，次の場合は授業を実施する。

1．午前6時までに交通機関が運行し，又は，警報が解除された場合

1時限目の授業から実施する。

2．午前10時までに交通機関が運行し，又は，警報が解除された場合

3時限目（午後）の授業から実施する。

（注）

1．警報は，「神戸海洋気象台が発表する警報」によるものとする。

2．研究指導等少人数の授業については，担当教員と受講者が相談して授業を行うことが

ある。

3．休講になった授業（学期末試験）の取扱いについては，別途掲示する。

他学部については，参考資料1を参照のこと。

2．学籍番号について （参考資料2）

3．学部コード等について…………・＝………（参考資料3）
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